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「まん延防止等重点措置」期間の教育活動及び感染症対策について 
 本日１／２７から２／２０まで、佐賀県が「まん延防止等重点措置」の地域に適用されました。それに伴
い、感染リスクの高い学習を行わないことや学校施設の使用制限をすることになりました。これまでも３密
回避、マスク着用、手洗い・消毒の徹底、換気などの感染症対策を行ってきましたが、「まん延防止等重点措
置」期間は、さらに対策を強化し、以下のように対応をします。 
 
【学習活動の制限】 
 感染のリスクが高い学習は行いません。以下の活動がその対象です。 
①長時間のグループ活動、②一斉に大きな声を出す活動、③リコーダーや鍵盤ハーモニカの演奏、④図工
等で行う共同制作、⑤調理実習、⑥密集したり接触したりする運動  

【学校施設の使用制限】 
 社会体育団体等の学校施設使用が中止になります。（児童クラブの使用は通常通り） 
【対策強化事項】 
・登下校時のマスク着用徹底  
  気温が低い朝は、歩いてきている間にマスクが濡れることで、マスク着用を嫌がり、マスクをしないで
登校している児童もまだ見られます。苦しい時に一時的に外す以外は着用します。 

 ・登校時の健康観察カード提出 
  体温を測っていない児童は、教室へは入らずに保健室で体温を測ります。（必ず家で検温をお願いします） 
・昼休みのマスク着用 
外遊びで息苦しくなったら、マスクを外してもよいです。ただし、そのときは、いったん遊びをやめて、
みんなから離れます。 

  体育の時間は、これまで通り、基本はマスクを着用し、運動によって指導者のもとで間隔をとり、マス
クを外すこともあります。 
・給食時間の無言と默食徹底  
自分が食べてしまってもおしゃべりしないで、食べ終わったらすぐにマスクを着用します。 

・歯みがきとフッ化物洗口の休止 
  校医および歯科校医さんと相談の上、飛沫防止のため、川登中校区３校とも休止としました。 
・牛乳パックの処理方法の変更 
  飲み終わった牛乳パックは手洗い場で水を張った洗面器で洗って開いて処分していましたが、手洗い場
の密や洗面器の共同使用を避けるために、紙パックをつぶしてそのままビニール袋にいれて処分します。 
・なかよし掃除の休止 
  すべて学級掃除とします。 
・保健室利用の分室化 
  学校で体調不良になった児童とけが等の手当をする児童は、保健室内で対応する場所を分けます。体調
が悪くなった児童は、迎えに来ていただきますのでご了承ください。 

 

 陽性者が確認された場合の対応は以下のようになります。 
 
陽性確認 ⇒ 一旦学級閉鎖（感染範囲を特定するための閉鎖）⇒ 濃厚接触者特定  
⇒学級閉鎖期間決定（期間中はオンライン授業等） ⇒ 閉鎖解除 ⇒ 登校再開 

 
閉鎖時だけでなく、長期の出席停止になった場合も、オンライン授業を行い、学びを 

止めない対応を行っていきます。重点措置期間中は、平日もタブレットを持ち帰ります。 
 各家庭においても、これまで同様、毎朝の検温、家を出る時からのマスク着用（あごマスク・鼻だしマス
ク不可）、の確認をお願いします。なお、不織布マスクの使用をおすすめします。 
 また、新型コロナウイルス感染症は、だれもがかかりうる病気です。感染者や濃厚接触者とその家族等に
対する詮索や誹謗中傷等、差別や偏見につながらないよう冷静な対応をよろしくお願いします。 
 子どもたちには、２１日の朝の時間に全校放送で、感染した人や濃厚接触者がだれかを詮索しないこと、
感染した人やその家族のことを知ったときでも人に言わないこと、ぜったいにいじめなどをしないことにつ
いて話をしました。学級でも子どもたちの実態にあわせて指導を行っています。今の感染状況から考えると、
いつだれがかかってもおかしくない状況にあります。人権を大切にすることと感染防止の指導を徹底してい
きますので、これまで同様、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

東川登小 HomePage 

濃厚接触者特定
のポイントは、
マスク着用の有
無、接触距離、
接触時間です。 

 

保護者 様  東川登小学校便り     第４０号 

教育目標：「生き抜く力」の育成（「やさしく かしこく たくましく」）  

               令和４年１月２７日（木） 文責：校長 橋本 良子 

 


